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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器の電源として用いる電池パックであって、
　複数の電池セルが直列接続された電池セル群と、
　その電池セル群の直流電圧を交流電圧に変換する放電制御回路と、
　その放電制御回路の出力を前記電気機器へ供給するための交流出力端子と、
　それら電池セル群、放電制御回路及び交流出力端子を収容するケースと
　を含み、
　前記電池セル群は、その電池セル群に接続された入出力端子と共に、電池モジュールを
構成し、
　その電池モジュールは、複数直列接続されて電池モジュール群を構成し、
　その電池モジュール群は、前記放電制御回路に接続され、
　前記電池モジュールは、モジュール制御回路を収容し、
　そのモジュール制御回路は、
　前記電池セル群の少なくとも１個の電池セルの電圧と、前記電池セル群の少なくとも１
個の電池セルの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第１検知手段と、
　その第１検知手段の検知結果に基づき、前記入出力端子に直流電圧を出力する状態とそ
の出力を停止する状態とに切り換わる第１切換手段と
　を含み、
　前記放電制御回路は、前記交流出力端子への交流電圧の出力を停止する際に、その出力
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停止を示す第１信号を前記モジュール制御回路に送信し、
　前記モジュール制御回路は、前記入出力端子への直流電圧の出力を停止する際に、その
出力停止を示す第２信号を前記放電制御回路に送信し、
　前記放電制御回路は、前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの前記
モジュール制御回路より受信した前記第２信号に基づき、前記交流出力端子への交流電圧
の出力を停止し、
　前記モジュール制御回路は、前記放電制御回路より受信した前記第１信号に基づき、前
記入出力端子への直流電圧の出力を停止することを特徴とする電池パック。
【請求項２】
　請求項１に記載の電池パックであって、
　前記放電制御回路は、
　前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの電圧と、前記電池モジュー
ル群の少なくとも１個の電池モジュールの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第
２検知手段と、
　その第２検知手段の検知結果に基づき、前記交流出力端子に交流電圧を出力する状態と
その出力を停止する状態とに切り換わる第２切換手段と
　を含むことを特徴とする電池パック。
【請求項３】
　電気機器の電源として用いる電池パックであって、
　複数の電池セルが直列接続された電池セル群と、
　商用電源の交流電圧を直流電圧に変換する変換回路と、
　前記直流電圧を制御する充電制御回路と、
　前記商用電源から前記電池セル群へ電力を供給するための充電端子と、
　それら電池セル群、変換回路、充電制御回路及び充電端子を収容するケースと
　を含み、
　前記電池セル群は、その電池セル群に接続された入出力端子と共に、電池モジュールを
構成し、
　その電池モジュールは、複数直列接続されて電池モジュール群を構成し、
　その電池モジュール群は、前記充電制御回路に接続され、
　前記電池モジュールは、モジュール制御回路を収容し、
　そのモジュール制御回路は、
　前記電池セル群の少なくとも１個の電池セルの電圧と、前記電池セル群の少なくとも１
個の電池セルの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第３検知手段と、
　その第３検知手段の検知結果に基づき、前記電池セル群に直流電圧を入力する状態とそ
の入力を停止する状態とに切り換わる第３切換手段と
　を含み、
　前記充電制御回路は、前記電池モジュール群への直流電圧の入力を停止する際に、その
入力停止を示す第３信号を前記モジュール制御回路に送信し、
　前記モジュール制御回路は、前記電池セル群への直流電圧の入力を停止する際に、その
入力停止を示す第４信号を前記充電制御回路に送信し、
　前記充電制御回路は、前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの前記
モジュール制御回路より受信した前記第４信号に基づき、前記電池モジュール群への直流
電圧の入力を停止し、
　前記モジュール制御回路は、前記充電制御回路より受信した前記第３信号に基づき、前
記電池セル群への直流電圧の入力を停止することを特徴とする電池パック。
【請求項４】
　請求項３に記載の電池パックであって、
　前記充電制御回路は、
　前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの電圧と、前記電池モジュー
ル群の少なくとも１個の電池モジュールの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第
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４検知手段と、
　その第４検知手段の検知結果に基づき、前記電池モジュール群に直流電圧を入力する状
態とその入力を停止する状態とに切り換わる第４切換手段と
　を含むことを特徴とする電池パック。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の電池パックであって、
　前記放電制御回路より出力する交流電圧の実効値は、商用電源電圧の実効値を含み、
　前記放電制御回路より出力する交流電圧の周波数は、商用電源電圧の周波数を含むこと
を特徴とする電池パック。
【請求項６】
　請求項５に記載の電池パックであって、
　前記交流出力端子は、商用電源で駆動する前記電気機器の電力入力用のコンセントプラ
グが挿入可能なものであることを特徴とする電池パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン電池等の２次電池を用いて構成される電池パックに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のコードレス電動工具（例えば、特許文献１参照。）は、商用電源から充電器
を用いて電池パックの充電を行い、電池パックを電源として直流駆動式モータを駆動する
。また、交流駆動式電動工具は電源コードを商用電源に直接接続して交流駆動式モータを
駆動する。近年では、電池技術や充電制御技術等の発達により、コードレス電動工具で用
いられる電池パックは高性能化しつつある。特にリチウムイオン電池を用いた電池パック
は、ニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池を用いた電池パックと比較し、その高い
エネルギー密度によって軽量、高電圧、及び、高容量を実現できるようになり、これを使
用するユーザーが増えつつある。
【特許文献１】特開２００２－２５４３５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以下に、従来技術として挙げられる１４．４Ｖリチウムイオン電池パックを用いた１４
．４Ｖコードレス電動工具システム、３６Ｖリチウムイオン電池パックを用いた３６Ｖコ
ードレス電動工具システム、及び、交流駆動式電動工具を比較し、本発明が解決しようと
する課題を説明する。
【０００４】
　コードレス電動工具に対するユーザーの要求事項として、主に、高い作業性能とコスト
の低減が挙げられる。高い作業性能とは、作業負担の軽減のため電池パックの質量が軽い
こと、コードレス電動工具の出力が交流駆動式電動工具の出力に近いこと、コードレス電
動工具の１充電当たりの作業量が多いこと、及び、前記作業量を超えた連続作業が必要な
場合には、交流駆動式電動工具のようにコード付電動工具として連続的に使用できること
である。また、コストの低減とは、電池パックと充電器のイニシャルコストを低減するこ
と、及び、電池パックの長寿命化によりランニングコストを低減することである。
【０００５】
　従来技術の１４．４Ｖコードレス電動工具システム、及び、３６Ｖコードレス電動工具
システムは、前述のユーザーの要求事項の一部に特化して完成した形態となっているため
、課題が残る。
【０００６】
　１４．４Ｖコードレス電動工具システムの場合、ユーザーが軽いと体感し満足する電池
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パックの質量、軽負荷作業における１充電当たりが十分であるとユーザーが満足する作業
量、及び、３６Ｖコードレス電動工具と比較して相対的に低い電力容量で構成される電池
パックと充電器によりイニシャルコストを低減できるという長所に特化している。したが
って、出力性能、及び、重負荷作業における１充電当たりの作業量は、３６Ｖコードレス
電動工具システムより劣るという課題が残る。
【０００７】
　３６Ｖコードレス電動工具システムの場合、１４．４Ｖコードレス電動工具システムと
比較し、相対的に優れた出力性能と１充電当たりの作業量、及び、相対的に負荷電流が低
減することに伴い電池セル寿命が向上しランニングコストを低減できるという長所に特化
している。したがって、電池パックの質量がユーザーにとって携帯できると感じる重さの
上限であること、及び、相対的に高い電力容量で構成される電池パックと充電器によりイ
ニシャルコストが上がるという課題が残る。また、３６Ｖコードレス電動工具の出力につ
いては、交流駆動式電動工具と比較すると、未だ不足しているため、ユーザーは、商用電
源の確保が困難な現場における作業時に、作業効率は低下するが、従来技術のコードレス
電動工具を代替的に使用せざるを得ないという根本的な課題が残っている。
【０００８】
　また、電池パックに蓄えられる電力容量は有限であり、充電１回当たりの作業量が限ら
れるため、交流駆動式電動工具のように連続的な作業を行うことはできない。そこで従来
技術においては、例えば、コードレス電動工具をＡＣ－ＤＣコンバータ装置に接続して、
コード付き直流駆動式電動工具として連続作業を実現するものがある。しかし、連続作業
が行えるようになっても、ＡＣ－ＤＣコンバータ装置を接続したコードレス電動工具は、
商用電源と比較し相対的に低い電圧で駆動するため出力性能が不足し、また、ＡＣ－ＤＣ
コンバータ装置の発熱抑制のための回路のコストアップ、及び、大電流負荷に対する回路
保護のため重負荷作業に対応できないという課題がある。
【０００９】
　以上より、電池パックの質量、出力、作業量、イニシャルコスト、及び、ランニングコ
ストに対して、バランス良く高く評価できるコードレス電動工具システムが存在していな
いことが総合的な課題である。
【００１０】
　特に出力性能においては、従来技術として存在するコードレス電動工具用の電池パック
の電圧は最大３６Ｖであり、商用電源の１００Ｖと比較すると、出力性能の差が大きい。
したがって、交流駆動式電動工具に相当する出力が得られるコードレス電動工具が存在し
ない、及び、商用電源に相当する出力が得られる電池パックが存在しないという課題の前
に、前述の総合的な課題を解決しながら、出力が３６Ｖを上回る電池パックが存在しない
という課題がある。
【００１１】
　３６Ｖを上回る電圧に設定するため、従来技術の電池パックの構成に従い、電池セルの
直列個数を増やし、直流高電圧の電池パックを用いてコードレス電動工具を使用すると、
新たな課題が生じる。直流高電圧の場合、コードレス電動工具に用いるスイッチの接点の
遮断時にアークが切れず、スイッチ故障に至る課題が生じる。
【００１２】
　また、直流高電圧の課題を回避するため、電池セル群の電圧を昇圧し正逆発振し交流電
圧を得る方式を用いた場合、電池セルの負荷電流の増大に伴う電池セル、及び、昇圧回路
の発熱が増大する。電池セル群の直列電圧と最終的に出力する交流電圧の実効値の差が大
きいほど、前記発熱の増大は顕著となる。したがって、発熱を抑制する手段を電池パック
に収容すると、従来技術のコードレス電動工具で用いられる電池パックと比較し、サイズ
、コストの大幅なアップなどの課題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１側面によれば、電気機器の電源として用いる電池パックであって、
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　複数の電池セルが直列接続された電池セル群と、
　その電池セル群の直流電圧を交流電圧に変換する放電制御回路と、
　その放電制御回路の出力を前記電気機器へ供給するための交流出力端子と、
　それら電池セル群、放電制御回路及び交流出力端子を収容するケースと
　を含み、
　前記電池セル群は、その電池セル群に接続された入出力端子と共に、電池モジュールを
構成し、
　その電池モジュールは、複数直列接続されて電池モジュール群を構成し、
　その電池モジュール群は、前記放電制御回路に接続され、
　前記電池モジュールは、モジュール制御回路を収容し、
　そのモジュール制御回路は、
　前記電池セル群の少なくとも１個の電池セルの電圧と、前記電池セル群の少なくとも１
個の電池セルの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第１検知手段と、
　その第１検知手段の検知結果に基づき、前記入出力端子に直流電圧を出力する状態とそ
の出力を停止する状態とに切り換わる第１切換手段と
　を含み、
　前記放電制御回路は、前記交流出力端子への交流電圧の出力を停止する際に、その出力
停止を示す第１信号を前記モジュール制御回路に送信し、
　前記モジュール制御回路は、前記入出力端子への直流電圧の出力を停止する際に、その
出力停止を示す第２信号を前記放電制御回路に送信し、
　前記放電制御回路は、前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの前記
モジュール制御回路より受信した前記第２信号に基づき、前記交流出力端子への交流電圧
の出力を停止し、
　前記モジュール制御回路は、前記放電制御回路より受信した前記第１信号に基づき、前
記入出力端子への直流電圧の出力を停止することを特徴とする電池パック
が提供される。
【００１４】
　この電池パックによれば、電池セルの放電停止時に、モジュール制御回路と放電制御回
路とによって電池セルが絶縁されるため、放電停止時の絶縁信頼性が向上する。
【００１５】
　本発明の第２側面によれば、電気機器の電源として用いる電池パックであって、
　複数の電池セルが直列接続された電池セル群と、
　商用電源の交流電圧を直流電圧に変換する変換回路と、
　前記直流電圧を制御する充電制御回路と、
　前記商用電源から前記電池セル群へ電力を供給するための充電端子と、
　それら電池セル群、変換回路、充電制御回路及び充電端子を収容するケースと
　を含み、
　前記電池セル群は、その電池セル群に接続された入出力端子と共に、電池モジュールを
構成し、
　その電池モジュールは、複数直列接続されて電池モジュール群を構成し、
　その電池モジュール群は、前記充電制御回路に接続され、
　前記電池モジュールは、モジュール制御回路を収容し、
　そのモジュール制御回路は、
　前記電池セル群の少なくとも１個の電池セルの電圧と、前記電池セル群の少なくとも１
個の電池セルの温度と、電流との少なくとも１つを検知する第３検知手段と、
　その第３検知手段の検知結果に基づき、前記電池セル群に直流電圧を入力する状態とそ
の入力を停止する状態とに切り換わる第３切換手段と
　を含み、
　前記充電制御回路は、前記電池モジュール群への直流電圧の入力を停止する際に、その
入力停止を示す第３信号を前記モジュール制御回路に送信し、
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　前記モジュール制御回路は、前記電池セル群への直流電圧の入力を停止する際に、その
入力停止を示す第４信号を前記充電制御回路に送信し、
　前記充電制御回路は、前記電池モジュール群の少なくとも１個の電池モジュールの前記
モジュール制御回路より受信した前記第４信号に基づき、前記電池モジュール群への直流
電圧の入力を停止し、
　前記モジュール制御回路は、前記充電制御回路より受信した前記第３信号に基づき、前
記電池セル群への直流電圧の入力を停止することを特徴とする電池パック
が提供される。
【００１６】
　この電池パックによれば、電池セルが、充電異常から、モジュール制御回路と充電制御
回路とによって二重に保護されるため、充電制御の信頼性が向上する。
【００１７】
　本発明の別の側面によれば、電気機器の電源として用いる電池パックであって、（ａ）
複数の電池セルが直列接続された電池セル群と、（ｂ）その電池セル群の直流電圧を交流
電圧に変換する放電制御回路と、（ｃ）その放電制御回路の出力を前記電気機器へ供給す
るための交流出力端子とがケース内に収容されて成ることを特徴とする電池パックが提供
される。
【００１８】
　本発明の一実施例は、複数の電池セルを直列接続した電池セル群の直流電圧を正逆発振
する方式を用いる。この方式を実現するにあたり、従来技術の方式、すなわち、複数の電
池セルを直列接続した電池セル群、電池セル群の電池セルに接続される電圧モニタ線、電
圧モニタ線に接続される制御部、及び、制御部に接続される放電端子をケースに収容する
方式を用いた場合、電池セル群の超高電圧化に伴い、電池パック内部の異電圧セル間、電
圧モニタ線の線間、電圧モニタ線と電池セルの空間、放電端子の両極間、など多くの箇所
が高電位となり、絶縁性の確保のための電池パックの内部構造の複雑化、異物侵入時の絶
縁破壊、など絶縁に関する新たな課題が生じる。
【００１９】
　ところで、従来技術の充電器は、商用電源電圧を直流変換、及び、絶縁降圧を行い、電
池パックの充電を行う。従来技術の充電器と電池パックにおいては、充電時に充電器が故
障した場合、電池パック側で充電停止し、また、充電時に電池パック側が故障した場合、
充電器側で充電停止する二重保護の方法が用いられている。本発明では、前述の絶縁性に
関する課題を解決した超高電圧の電池セル群を有する電池パックを用いるため、従来技術
の充電器で用いられる絶縁降圧部が不要となり、簡易的な直流変換部を電池パックに内蔵
し、商用電源と電池パックを電源コードのみを接続して充電する方式を可能とした。しか
し、この場合、商用電源側は制御不可能であるため、充電時に電池パック側が故障した場
合、充電停止不能となる二重保護に関する新たな課題が生じる。
【００２０】
　本発明は、３６Ｖ超の高電圧、特に商用電源に相当する交流電圧を出力する電池パック
、前記電池パックを接続し駆動可能なコードレス電動工具、前記電池パックを商用電源に
接続し充電を可能にする電源コード、前記電池パックを商用電源に接続し充電を可能にす
る電源コードアダプタ、前記コードレス電動工具に接続し商用電源から連続的な電力供給
を可能にする電源コードアダプタ、また、前述の電池パックの充電とコードレス電動工具
の連続使用の両方に使用可能とすることもできる電源コードアダプタで構成される電動工
具システムである。なお、電池パックの放電負荷となる部位については電動工具に限らず
、本発明の実施の形態と同様の使用が可能な電気機器も広く包含される。
【００２１】
　本発明の電池パックは、複数の電池セルを直列接続し、３６Ｖ超とする電池セル群と、
前記電池セル群の直流電圧を交流電圧に変換する放電制御回路、前記放電制御回路の出力
を電動工具へ供給するための、交流出力端子をケースに収容する。これにより、３６Ｖ超
の出力を得ながら、高電圧における電動工具のスイッチの耐久性の課題を解決する。
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【００２２】
　また、電池パックの交流電圧の実効値を、商用電源電圧の実効値を含むように設定し、
かつ、電池パックの交流電圧の周波数を、商用電源電圧の周波数を含むように設定するこ
とで、商用電源に相当する電力を、本発明のコードレス電動工具に供給することができ、
出力、作業量、イニシャルコスト、及び、ランニングコストに関する課題を解決する。
【００２３】
　さらに、交流出力端子を、交流駆動式電動工具の電力入力用のコンセントプラグを挿入
可能とすることで、交流駆動式電動工具が使用可能となり、代替的に従来の出力不足のコ
ードレス電動工具を使用せざるを得なかった課題を解決する。
【００２４】
　本発明の電池パックは、電池セル群の電池セル間に通電遮断の手段を設け、前記通電遮
断の手段は、放電制御回路の出力時に通電する。これにより、電池セル群の超高電圧化に
おける絶縁に関する課題を解決する。
【００２５】
　本発明の電池パックは、電池パックに有する電池セル総数より相対的に少ない個数の電
池セルを直列接続した電池セル群と、前記電池セル群の直流電圧を制御するモジュール制
御回路と、前記モジュール制御回路に接続された入出力端子を露出するように外装物に収
容した電池モジュールとし、前記電池モジュールを複数直列接続した電池モジュール群を
、放電制御回路に接続し電池パックのケースに収容する。これにより、電池パックの内部
構造の複雑化と絶縁に関する課題を解決する。
【００２６】
　また、電池モジュールはモジュール制御回路を設け、モジュール制御回路は、電池セル
の電圧、温度、又は、電流のいずれかを検知する手段と、前記検知の結果に基づき、電池
セル群の直流電圧を入出力端子へ出力、及び、停止する手段を有する。これにより、電池
パックの内部構造の複雑化と絶縁に関する課題を解決する。
【００２７】
　放電制御回路とモジュール制御回路は通信を行い、放電制御回路が出力停止した場合は
、放電制御回路からモジュール制御回路へ、また、モジュール制御回路が出力停止した場
合は、モジュール制御回路から放電制御回路へ、出力停止を示す信号を送信する。前記信
号を受信した放電制御回路、及び、モジュール制御回路は、各々の出力を停止する方法を
有することで、電池パックの内部構造の複雑化と絶縁に関する課題を解決する。
【００２８】
　また、放電制御回路は、電池モジュール群の各々の電池モジュールの電圧、電池モジュ
ールの温度、又は、電流のいずれかを検知する手段と、前記検知の結果に基づき、交流出
力端子へ交流電圧を出力、及び、停止する手段を有することで、電池パックの内部構造の
複雑化と絶縁に関する課題を解決する。
【００２９】
　本発明の電池パックは、交流出力端子に交流駆動式電動工具の電力入力端子であるコン
セントプラグが接続される状態を検知する手段を設け、前記検知の結果に基づき、放電制
御回路が、交流出力端子へ交流電圧を出力、及び、停止することで、電池パックの絶縁に
関する課題を解決する。
【００３０】
　また、交流出力端子へのコンセントプラグ接続の検知手段として、コンセントプラグの
差し込み動作と連動するカバーと、前記カバーに連動するスイッチを用いることで、電池
パックの絶縁に関する課題を解決する。
【００３１】
　本発明の電池パックは、充電端子と、充電端子より入力した商用電源電圧を直流電圧に
変換し、前記直流電圧を制御する充電制御回路を有し、充電器を用いることなく、電源コ
ードを充電端子に接続することで充電可能となる。これにより、イニシャルコストに関す
る課題を解決する。
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【００３２】
　また、モジュール制御回路は、電池セルの電圧、電池セルの温度、又は、電流のいずれ
かを検知する手段と、前記検知の結果に基づき、電池セル群へ直流電圧を入力、及び、停
止する手段を有することで、充電時の二重保護に関する課題を解決する。
【００３３】
　充電制御回路とモジュール制御回路は通信を行い、充電制御回路が充電停止した場合は
、充電制御回路からモジュール制御回路へ、また、モジュール制御回路が充電停止した場
合は、モジュール制御回路から充電制御回路へ、充電停止を示す信号を送信する。前記信
号を受信した充電制御回路、及び、モジュール制御回路は、各々の充電を停止する方法を
有することで、充電時の二重保護に関する課題を解決する。
【００３４】
　充電制御回路は、電池モジュール群の各々の電池モジュールの電圧、電池モジュールの
温度、又は、電流、のいずれかを検知する手段と、前記検知の結果に基づき、電池モジュ
ール群へ直流電圧を入力、及び、停止する手段を有することで、充電時の二重保護に関す
る課題を解決する。
【００３５】
　また、充電制御回路は、充電端子に電池パックの外部より電力を供給する電力供給端子
が接続される状態を検知する手段、及び、前記検知の結果に基づき、電池モジュール群へ
直流電圧を入力、及び、停止する手段を有することで、電池パックの絶縁に関する課題を
解決する。
【００３６】
　本発明の電池パックの電池セルを、特に、リチウムイオン電池とすることで、本発明の
コードレス電動工具は、質量、出力、作業量、イニシャルコスト、及び、ランニングコス
トに関する課題を総合的、かつ、効果的に解決する。
【００３７】
　本発明の電源コードアダプタは、本発明の電池パックに装着するための導入部が形成さ
れたケースと、電池パックの充電端子と接続される電力供給端子と、商用電源より電力供
給端子へ交流電圧を供給する電源コードを設ける。電池パックは、電源コードアダプタを
接続し、充電器を用いることなく充電を行うことができるため、イニシャルコストに関す
る課題を解決する。
【００３８】
　また、電源コードアダプタは、本発明のコードレス電動工具に装着するための導入部と
、商用電源より前記コードレス電動工具の電力入力端子へ交流電圧を供給する電力供給端
子を設けることにより、作業量、及び、イニシャルコストに関する課題を解決し、また、
電源コードアダプタを、本発明の電池パック、及び、本発明のコードレス電動工具のいず
れにも装着可能とすることで、イニシャルコストに関する課題を解決する。
【発明の効果】
【００３９】
　まず、本発明の効果を出力性能に関して説明する。本発明のコードレス電動工具は、例
えば、４８V、７２V、１００Vというような電池パックから３６Ｖ超の交流電圧を交流駆
動式モータへ入力する。したがって、本発明のコードレス電動工具の出力は、特に、商用
電源に相当する出力に近づくほど、従来技術の１４．４Ｖ、及び、３６Ｖにて駆動するコ
ードレス電動工具の出力との差が明白となる。
【００４０】
　電池パックに収容される電池セルは内部抵抗を有し、放電時は、負荷電流の二乗に比例
するエネルギーが電池セルの発熱分として消費される。本発明のコードレス電動工具の負
荷電流は、特に商用電源に相当の電圧を用いて駆動する場合、従来技術の１４．４Ｖ、及
び、３６Ｖにて駆動するコードレス電動工具の負荷電流と比較すると、顕著に小さい。し
たがって、本発明の電池パックの発熱分として消費されるエネルギーは、従来技術の１４
．４Ｖ、及び、３６Ｖの電池パックに対し軽微となる。
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【００４１】
　また、本発明の電池パックは、商用電源の実効値に相当する交流電圧を出力するため、
商用電源用のコンセントプラグを接続可能な放電出力端子を設けることができる。したが
って、従来の交流駆動式電動工具においても、電源コードを本発明の電池パックに接続し
使用可能となる。したがって、ユーザーが様々な作業内容に対する各々の交流駆動式電動
工具を所有し使用する際、商用電源の確保が困難な場合に簡易的な補助電源として本発明
の電池パックを用いることができ、また、商用電源の確保のために、出力において満足さ
れない従来技術のコードレス電動工具を代替的に使用する必要もなくなり、電動工具の利
便性が高まる。
【００４２】
　次に、本発明の効果を作業量に関して説明する。本発明のコードレス電動工具は、従来
技術のコードレス電動工具と比較し、負荷電流が顕著に小さく発熱分として消費されるエ
ネルギーが小さいため、電池パックからモータへの電力供給効率が高い。したがって、本
発明の電池パックが供給を要する負荷電流は、従来技術の電池パックに対して、電池パッ
クの出力電圧比の逆数倍よりさらに低減することができる。すなわち、同じ被加工材に対
する加工作業を行う場合、本発明の電池パックがモータへ供給を要する電力容量は、従来
技術の電池パックと比較し低減できる。以上より、本発明の電池パックにおいては、従来
技術の電池パックに対する出力電圧比の逆数倍よりも電池セル容量を小さく設定しても、
ユーザーに満足される作業量を提供することができる。
【００４３】
　また、作業量が電池パックの１充電で可能な作業量を上回り、さらに連続的な作業が必
要となる場合、本発明のコードレス電動工具に本発明の電源コードアダプタを接続するこ
とにより、コード付きの交流駆動式電動工具として連続作業が可能となる。商用電源から
直接電力供給を受けて駆動する交流駆動式モータを用いるため、従来技術にあるＡＣ－Ｄ
Ｃコンバータ装置自体が不要となり、ＡＣ－ＤＣコンバータ装置の課題が解消される。
【００４４】
　次に、本発明の効果を電池パックの質量に関して説明する。本発明のコードレス電動工
具に用いる電池パックは、従来のコードレス電動工具に用いる電池パックと比較し、相対
的に少ない電力容量の電池パックを用いても、出力、及び、作業量がユーザーに満足され
るものとなる。電池パックの質量は、主に、収容される電池セル群の総電力容量に依存す
る。したがって、本発明の電池パックの質量についても、ユーザーに満足される軽さを実
現することができる。
【００４５】
　次に、本発明の効果をイニシャルコストに関して説明する。本発明のコードレス電動工
具に用いる電池パックは、従来のコードレス電動工具に用いる電池パックと比較し、相対
的に少ない電力容量の電池パックを用いても、出力、作業量、及び、質量はユーザーに満
足されるものとなる。電池パックのイニシャルコストは、主に、収容される電池セル群の
コストに依存し、電池セル群のコストは、主にその総電力容量に依存する。したがって、
本発明のコードレス電動工具システムは、従来技術のコードレス電動工具システムと比較
し、相対的に電池パックの総電力容量が少なく、また、電池パックを充電するための充電
器が不要となることから、イニシャルコストの低減に貢献する。
【００４６】
　次に、本発明の効果をランニングコストに関して説明する。本発明のコードレス電動工
具に用いる電池パックは、従来のコードレス電動工具に用いる電池パックと比較し、相対
的に少ない電力容量の電池パックを用いることができるため、商用電源から供給を要する
電力量が相対的に少なくなる。また、負荷電流の低減に伴い、複雑な充電制御方式等を用
いることなく電池セルの極板劣化などの寿命進行が抑えられ、電池パックの長寿命化を実
現する。したがって、本発明のコードレス電動工具システムは、商用電源からの受給量を
抑えることによる商用電源の使用コストを低減し、また、電池パックの長寿命化に伴う電
池パックの買い替えサイクルが長期化することにより、ランニングコストの低減に貢献す
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る。
【００４７】
　次に、本発明の効果を、新たな課題として生じる電池パックの絶縁に関して説明する。
本発明の電池パックは、電池セル群の電池セル間に通電遮断の手段を設け、前記通電遮断
の手段は、放電制御回路の出力時に通電する。すなわち、放電制御回路が出力しない場合
、電池セル群は、電池パックに収容される電池セルの総数に対し、相対的に少ない個数の
電池セル群に電気的に分割される。したがって、電池パック内部の異電圧セル間、電圧モ
ニタ線の線間、電圧モニタ線と電池セルの空間に印加される電位は、商用電源電圧に対し
相対的に低いため、前記各部位は高電圧が長期間印加されることがない。これにより、電
池パックの内部構造の簡易化に貢献する。
【００４８】
　また、本発明の電池パックは、収容する電池セルの総数に対し相対的に少ない個数の電
池セルで構成された電池モジュールを有する。したがって、電池モジュール内部の異電圧
セル間、電圧モニタ線の線間、電圧モニタ線と電池セルの空間に印加される電位は、商用
電源電圧に対し相対的に低いため、前記各部位は商用電源電圧において要する大きな絶縁
距離等を設けなくて良い。これにより、電池モジュールの内部構造の簡易化に貢献する。
【００４９】
　電池パックは、放電制御回路を有するメインコントローラを設け、メインコントローラ
は、電池モジュールの入出力端子より電池モジュールの状態を検知する手段、又は、電池
モジュールとの通信により電池モジュールの状態を検知する手段を有する。前記手段のい
ずれかにより、メインコントローラは、配線を複雑化することなく電池モジュールに有す
る電池セルの状態を認識することができ、電池パックの内部構造の簡易化に貢献する。
【００５０】
　電池モジュールは、メインコントローラと接続する入出力端子を電池モジュールの外部
に露出するため、外部から電池モジュール内に異物が侵入しない。したがって、電池モジ
ュールに収容される電池セル間等の絶縁を確保しやすく、電池パックの内部構造の簡易化
に貢献する。
【００５１】
　電池パックは、長期間未使用となる場合に、電池モジュールの入出力端子を非通電とす
る手段を有することで、入出力端子の両極間における長期間の電圧印加を防ぎ、絶縁を確
保しやすくなる。また、放電が必要な場合に入出力端子を通電しても、入出力端子部の端
子間電圧は商用電源電圧と比較し相対的に低いため、商用電源電圧において要する大きな
絶縁距離等を設けなくて良いため、電池パックの内部構造の簡易化に貢献する。
【００５２】
　また、本発明の電池パックは、放電出力端子に電気機器のコンセントプラグが接続され
る状態を検知する手段を有し、電池モジュールの入出力端子部、又は、放電出力端子のい
ずれかの出力を制御する。放電出力端子にコンセントプラグが接続されていない状態、又
は、コンセント端子にコンセントプラグが接続されたまま未使用が継続された状態にのい
ずれかおいて、前記出力を遮断することにより、前記各端子の両極間に電圧が長期間印加
されることにより発生するトラッキング現象を防ぐことができる。また、前記検知手段と
連動するコンセントカバーを用いることでユーザーへ視覚的な安心感を提供することもで
きる。
【００５３】
　次に、本発明の効果を、新たな課題として生じる充電時の二重保護に関して説明する。
本発明の電池パックの電池モジュールに収容されるモジュールコントローラは、電池モジ
ュールに収容する電池セルの充電状態を検知する手段、及び、電池セルの充電が許容でき
ない状態であることを判断すると、電池モジュール内の充電経路を遮断する手段を有する
。充電制御回路を有するメインコントローラは、電池モジュールの入出力端子より電池モ
ジュールの充電状態を検知する手段、及び、電池モジュールの充電が許容できない状態で
あることを判断すると、充電入力端子と電池モジュール群の間の充電経路を遮断する手段
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を有する。また、メインコントローラとモジュールコントローラは通信を行い、メインコ
ントローラが充電遮断を行った場合、モジュールコントローラは前記遮断状態を通信によ
り認識し、電池モジュール内の充電経路を遮断し、また、モジュールコントローラが充電
遮断を行った場合、メインコントローラは前記遮断状態を通信により認識し、充電入力端
子と電池モジュール群の間の充電経路を遮断する手段を有する。
【００５４】
　電池パックは複数の電池モジュールを直列接続するため、仮に１個の電池モジュールが
充電遮断できない故障に至った場合においても、前述のいずれかの充電遮断手段を用いる
ことで、残りの電池モジュールの充電遮断が可能となる。したがって、制御不能の商用電
源を電池パックに直結して充電する際、電池パック内で充電遮断を実行する部位、すなわ
ち、1個のメインコントローラ、又は、複数の電池モジュールにおいて、いずれか１個の
部位が充電遮断できない状態となっても、残りの複数の部位が充電遮断を実行するため、
二重保護以上の信頼性を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　次に、本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具を図面に基づいて説明する。図１
ないし図７には、コードレス電動工具システムの構成が概略的に示され、また、図８ない
し図１２には、コードレス電動工具システムの使用の形態を概略的に説明するためのブロ
ック図が示されている。
【００５６】
　図１は、コードレス電動工具システムに使用される電池パック１００の外観を示す。電
池パック１００は、内部構成部品を上ケース１０１と下ケース１０２により収容している
。上ケース１０１には可動式のフックボタン１０３と、係止凹部１０４、スライドレール
１０５、商用電源用コンセントと同じ端子口形状の放電用コンセント１０６と可動式コン
セントカバー１０７、放電用コンセント１０６と同じ挿入方向である充電用インレット１
０８を有する。また、スライドレール１０５の先端部には、ガイド凹部１０９を有する。
【００５７】
　図２は、コードレス電動工具システムを構成するコードレス電動工具２００の外観を示
す。また、図３は、そのコードレス電動工具の底面の外観を示す。コードレス電動工具２
００は、商用電源で駆動可能な交流駆動式モータを収容した交流駆動式モータ収容部２０
１、交流駆動式モータを制御するスイッチ２０２、ハンドル２０３、電池パック１００を
接続するための電池パック保持部２０４を有する。電池パック保持部２０４は、電池パッ
ク１００のスライドレース１０５に沿ったガイドレール２０５、電池パック１００のフッ
クボタン１０３に沿った係止凹部２０６、端子収容部２０７を有する。端子収容部２０７
は、商用電源に対応するコンセントプラグと同じ端子形状でモータへ電力を供給するため
の電力入力端子２０８とダミー凹部２０９を有する。
【００５８】
　図４は、コードレス電動工具システムに使用される電源コードアダプタ２５０の外観を
示す。また、図５は、図４に示す電源コードアダプタ２５０の底面の外観を示す。電源コ
ードアダプタ２５０は、主にケース２５１、電源コード２５２、電源コード２５２の末端
に有するコンセントプラグ２５３で構成され、コードレス電動工具２００の係止凹部２０
６に沿ったフックボタン２５４、スライドレール２５５、放電用電力供給端子２５６、充
電用電力供給端子２５７を有する。充電用電力供給端子２５７は、電池パック１００の充
電用インレット１０８、及び、コードレス電動工具２００のダミー凹部２０９に沿って挿
入できる。電源コード２５２の電源コードアダプタ２５０とのつなぎ部分はコードガード
２５８を有する。また、スライドレール２５５の先端に位置するスライドレール先端部２
５９は、電池パック１００のガイド凹部１０９に挿入できる。
【００５９】
　図６は、コードレス電動工具システムに使用される電池パック１００を充電するための
充電用電源コード２８０の外観を示す。充電用電源コード２８０の末端には、それぞれ、
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コンセントプラグ２８１と充電用電力供給端子２８２を有し、特に充電用電力供給端子２
８２は、電源コードアダプタ２５０の充電用電力供給端子２５７と同じ形状であり、電池
パック１００の充電用インレット１０８に沿って挿入できる。
【００６０】
　図７は、従来技術の交流駆動式電動工具の外観を示す。交流駆動式電動工具３００は、
コンセントプラグ３０１を有する。
【００６１】
　図８は、本発明の一実施形態に従う電池パック１００と本発明の一実施形態に従うコー
ドレス電動工具２００を接続した状態を示すブロック図である。電池パック１００は、商
用電源の実効値に相当する交流電力を出力する。コードレス電動工具２００は、電池パッ
ク１００が出力する交流電力を、電池パック１００の放電用コンセント端子１１０から電
力入力端子２０８とスイッチ２０２を介し、交流駆動式モータ２１０を駆動する。
【００６２】
　図９は、本発明の一実施形態に従う電池パック１００と従来技術の交流駆動式電動工具
３００を接続した状態を示すブロック図である。電池パック１００は、商用電源の実効値
に相当する交流電力を放電用コンセント端子１１０より出力する。交流駆動式電動工具３
００は、電池パック１００が出力する交流電力を、電池パック１００の放電用コンセント
端子１１０からコンセントプラグ３０１とスイッチ３０２を介し、交流駆動式モータ３０
３を駆動する。
【００６３】
　図１０は、本発明の一実施形態に従う電池パック１００と充電用電源コード２８０を接
続した状態を示すブロック図である。電池パック１００は、充電器を用いることなく、商
用電源から直接入力し充電する方式を有する。したがって、電池パック１００は、商用電
源に接続された充電用電源コード２８０から充電用電力供給端子２８２、充電用インレッ
ト端子１１１を介し充電する。
【００６４】
　図１１は、本発明の一実施形態に従う電池パック１００と本発明の一実施形態に従う電
源コードアダプタ２５０を接続した状態を示すブロック図である。電池パック１００は、
充電器を用いることなく、商用電源から直接入力し充電する方式を有する。したがって、
電池パック１００は、商用電源に接続された電源コードアダプタ２５０の充電用電力供給
端子２５７、充電用インレット端子１１１を介し充電する。
【００６５】
　図１２は、本発明の一実施形態に従う電源コードアダプタ２５０と本発明の一実施形態
に従うコードレス電動工具２００を接続した状態を示すブロック図である。コードレス電
動工具２００は、商用電源に接続された電源コードアダプタ２５０の放電用電力供給端子
２５６から電力入力端子２０８とスイッチ２０２を介し、交流駆動式モータ２１０を駆動
する。
【００６６】
　以下に、本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具システムの構造に関する実施の
形態を図面に基づいて説明する。本発明の一実施形態に従う電池パック１００の内部構造
とブロック図を、図１３～図１９に示す。本発明の一実施形態に従う電池パック１００と
本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具２００、及び、従来技術の交流駆動式電動
工具３００の電源コードのコンセントプラグ３０１を接続した状態を図２０～図２１に示
す。また、本発明の一実施形態に従う電池パック１００と充電用電源コード２８０、及び
、本発明の一実施形態に従う電源コードアダプタ２５０を接続した状態を図２２～図２３
に示す。さらに、本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具２００と電源コードアダ
プタ２５０を接続した状態を、図２４に示す。
【００６７】
　本発明の一実施形態に従う電池パック１００に用いるリチウムイオン電池セル１２０は
、直列接続した電池セル群の直流電圧を正逆発振し商用電圧に相当する実効値を出力でき
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るような個数とし、電池モジュール１１２は、少なくとも２個以上で構成すると良い。特
に、電池モジュール１１２に収容する電池セル１２０の個数は、電池セル１２０の総数の
約数とすると良い。なお、電池セル１２０は、リチウムイオン電池に限らず、電池パック
１００に収容して電圧出力が可能な２次電池を広く包含する。以下に、本発明の最良の実
施の形態として、２７個のリチウムイオン電池セル１２０、及び、３個の電池モジュール
１１２を用いた電池パック１００を説明する。
【００６８】
　図１３は、本発明の一実施形態に従う電池パック１００の分解斜視図を示す。本発明の
一実施形態に従う電池パック１００は、３個の電池モジュール１１２、メインコントロー
ルボックス１１４、コントローラカバー１１７、フックボタン１０３、フックボタン１０
３を摺動するためのスプリング１１９、コンセントカバー１０７、コンセントカバー１０
７を摺動するためのスプリング１１８、を上ケース１０１と下ケース１０２に収容する。
コントローラカバー１１７は、メインコントロールボックス１１４に設けられた放電用コ
ンセント端子１１０の両極間に壁を介在させると、より絶縁に関する信頼性を高めること
ができる。また、コンセントカバー１０７も前記同様の壁を設けても良い。
【００６９】
　図１４は、本発明の一実施形態に従う電池モジュール１１２の内部構造の側面図を示す
。９個の電池セル１２０は、リード板１２１をスポット溶接等により直列接続した電池セ
ル群とする。特に、電池セル群の電圧は、４２．４Ｖ以下となるように構成すると良い。
また、電池セル１２０の電圧を検知するための電圧モニタ線１２３の片側末端部をリード
板１２１に接続し、残りの片側末端部をモジュールコントローラ１２２に接続する。温度
センサ１２４は、電池セル温度を検知できる部位に設けモジュールコントローラ１２２と
接続する。モジュールコントローラ１２２とメインコントロールボックス１１４を接続す
るため、電池入出力端子部１１３のみ電池モジュール１１２の外部に露出するように設け
る。
【００７０】
　図１５は、本発明の一実施形態に従う電池モジュール１１２の内部構造の上面図を示す
。電池モジュール１１２は、９個の電池セル１２０を直列接続した電池セル群、電圧モニ
タ線１２３と温度センサ１２４、及び、モジュールコントローラ１２２を斜線図で示す緩
衝体１２５を電池セル１２０の両端に介して、図１４に示す電池セル１２０に沿った内壁
と接合部にオーバーラップを設けたモジュールケース右１２６とモジュールケース左１２
７により収容する。また、電池モジュール１１２の外装は、熱収縮ラミネートシートを用
いて前記内部部位を覆う手段も良い。電池入出力端子部１１３は、モジュール入出力部１
３１、モジュールコントローラデジタル通信部１３２で構成される。なお、モジュールケ
ース１２６，１２７に隙間が生じる場合は、充填剤を用いてモールドすると良い。
【００７１】
　図１６は、本発明の一実施形態に従う電池モジュール１１２のブロック図を示す。９個
の電池セル１２０は直列接続され、モジュール充電用ＦＥＴ１２９、モジュール放電用Ｆ
ＥＴ１３０を介し、モジュール入出力部１３１に接続される。モジュールコントローラ１
２２は、セル電圧検知のための電圧モニタ線１２３、セル温度検知のための温度センサ１
２４と接続し、モジュール充電用ＦＥＴ１２９とモジュール放電用ＦＥＴ１３０を用いて
制御を行う。また、モジュールコントローラ１２２は、モジュールコントローラデジタル
通信部１３２を設け、モジュールコントローラデジタル通信部１３２とメインコントロー
ラデジタル通信部１３９を介して、後述のメインコントローラ１３４とデジタル通信を行
う。
【００７２】
　図１７は電池パック１００の内部構造の側面図、図１８は電池パック１００の内部構造
の上面図を示す。電池モジュール１１２の電池入出力端子部１１３をメインコントロール
ボックス１１４のメインコントローラ・モジュール間接続端子部１１５と接続する。斜線
で示すコントローラカバー１１７は、充電用インレット端子１１１と放電用コンセント端
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子１１０の挿入口を除きメインコントロールボックス１１４に被せる。コンセントカバー
１０７は、これを摺動するためのコンセントカバー用スプリング１１８を設け、メインコ
ントロールボックス１１４に設けられたコンセントカバースイッチ１１６をコンセントカ
バー１０７の動作に連動するように配置する。前記各部位とフックボタン１０３、及び、
フックボタン１０３を摺動するためのフックボタン用スプリング１１９を、接合部にオー
バーラップを設けた上ケース１０１と下ケース１０２を用いて収容する。コントローラカ
バー１１７は、上ケース１０１が万が一破損した場合に、メインコントロールボックス１
１４の活電部と外部との間に介在することで、絶縁に関する信頼性を高める効果がある。
隣接する電池モジュール１１２の間は、クリアランスを確保すると、多直列の電池セル群
における熱のこもりを効果的に抑制することができる。また、コンセントカバー１０７が
動作することにより、ユーザーへ通電状況を視覚的に示すことができるが、電池セル１２
０の残容量検知手段を設け、残容量表示と兼ねて通電状況を示すランプを設けることも良
い。
【００７３】
　図１９に電池パック１００のブロック図を示す。直列接続された３個の電池モジュール
１１２は、４個のＦＥＴを主要な素子として構成される放電制御部１４０を介して放電用
コンセント端子１１０に接続され、また、１個のＳＣＲを主要な素子として構成される充
電制御部１４１を介して充電用インレット端子１１１に接続される。メインコントローラ
１３４は、バックアップ付電源回路１３３より電力供給を受け、電池モジュール電圧検知
のための電池モジュール電圧検知部１３７、充放電電流を検知する電流検知部１３８、コ
ンセントカバー１０７の動作を検知するコンセントカバー検知部１３６、及び、充電用イ
ンレット端子１１１に商用電源が接続されたことを検知する充電用インレット検知部１３
５を接続する。また、メインコントローラ１３４は、メインコントローラデジタル通信部
１３９を設け、メインコントローラデジタル通信部１３９とモジュールコントローラデジ
タル通信部１３２を介して、モジュールコントローラ１２２とデジタル通信を行う。
【００７４】
　放電制御部１４０は、直列した電池セル群の直流電圧を正逆発振することを目的とし、
４個のＦＥＴを用いなくてもその目的を達する手段を用いれば良い。特に正逆発振出力の
制御においては、ゼロ電圧出力期間を設け、電池セル群の直流電圧を比較し商用電源電圧
を含む実効値となるようにゼロ電圧出力期間を制御し、電池セル１２０の残容量による電
池セル電圧の変化に対し一定の出力を得られるようにすると、ユーザーが電池セル１２０
の残容量減少に伴う出力低下を感じることなく作業が可能となる。
【００７５】
　充電制御部１４１については、商用電源から直列した電池セル群に電流量を調整しなが
ら直流電流を流し込むことを目的とし、１個のＳＣＲを用いなくてもその目的を達する手
段を用いれば良い。特に充電制御においては、リチウムイオン電池電圧が所定電圧に達す
るまでは上限電流を設けた一定電流となるように充電制御を行い、リチウムイオン電池電
圧が所定電圧に達してからは、電池電圧が所定電圧となるように充電制御を行う。例えば
、電池セル電圧、及び、充電電流を検知し、充電電流と充電電圧が目的の値となるように
ＳＣＲの点弧角を制御すると良い。なお、本発明では、充電制御部１４１を電池パック１
００に収容する形態であるが、充電制御部１４１を電池パック１００外に設け、電池パッ
ク１００の状態を認識する手段、及び、電池パック１００と接続する手段をケースに収容
する充電器として別体化しても良い。
【００７６】
　モジュールコントローラ１２２とメインコントローラ１３４の間で行われるデジタル通
信に関しては、３個の電池モジュール１１２のモジュールコントローラ１２２のグランド
が各々異なる電位に接地されるため、例えば、電池モジュール１１２内、又は、メインコ
ントローラ１３４内のいずれかにフォトカプラを設け、絶縁を確保しながらデジタル通信
を行うと良い。なお、通信方法については、メインコントローラ１３４とモジュールコン
トローラ１２２の間でお互いの制御を関連付けることが目的であり、アナログ信号を用い
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ても良い。
【００７７】
　図２０に電池パック１００とコードレス電動工具２００の接続時の内部構造の側面図を
示す。電池パック１００をコードレス電動工具２００へ挿入すると、コードレス電動工具
２００の端子収容部２０７が、電池パック１００のコンセントカバー１０７を押しスライ
ドさせる。コンセントカバー１０７に接したコンセントカバースイッチ１１６は、コンセ
ントカバー１０７と連動し、コードレス電動工具２００の電力入力端子２０８と電池パッ
ク１００の放電（出力）用コンセント端子１１０が接合する位置でオンする。電池パック
１００のフックボタン１０３は、コードレス電動工具２００の係止凹部２０６に固定され
、フックボタン１０３の解除動作が行われるまで電池パック１００はコードレス電動工具
２００に固定される。ここで、電池パック１００は放電許可判断を行い、放電動作へ移行
し、コードレス電動工具２００の使用を可能にする。
【００７８】
　図２１に電池パック１００とコンセントプラグ３０１の接続時の内部構造の側面図を示
す。電池パック１００に交流駆動式電動工具３００のコンセントプラグ３０１を挿入する
と、コンセントプラグ３０１は、電池パック１００のコンセントカバー１０７を押しスラ
イドさせる。コンセントカバー１０７に接したコンセントカバースイッチ１１６は、コン
セントカバー１０７と連動し、コンセントプラグ３０１と電池パック１００の放電（出力
）用コンセント端子１１０が接合する位置でオンする。ここで、電池パック１００は放電
許可判断を行い、放電動作へ移行し、交流駆動式電動工具３００の使用を可能にする。
【００７９】
　図２２に電池パック１００と充電用電源コード２８０の接続時の内部構造の側面図を示
す。電池パック１００の充電用インレット１０８に充電用電源コード２８０の充電用電力
供給端子２８２を挿入すると、電池パック１００の充電用インレット端子１１１に商用電
源を供給することができる。この際、コンセントカバー１０７は動作せず、コンセントカ
バースイッチ１１６もオフであるが、メインコントローラ１３４は充電用インレット検知
部１３５により電池パック１００に充電用電源コード２８０が挿入されたことを検知し、
充電許可判断を行い、充電動作へ移行し、電池パック１００の充電を可能にする。
【００８０】
　図２３に電池パック１００と電源コードアダプタ２５０の接続時の内部構造の側面図を
示す。電池パック１００に電源コードアダプタ２５０の充電用電力供給端子２５７を挿入
すると、電池パック１００の充電用インレット端子１１１に商用電源を供給することがで
きる。この時、電源コードアダプタ２５０がコンセントカバー１０７を押しスライドする
ことにより、コンセントカバースイッチ１１６はオンとなるが、メインコントローラ１３
４は充電用インレット検知部１３５により電池パック１００に充電用電力供給端子２５７
が挿入されたことを検知し、充電許可判断を行い、充電動作へ移行し、電池パック１００
の充電を可能にする。また、電源コードアダプタ２５０のスライドレール先端部２５９は
電池パック１００のガイド凹部１０９に導入され、電源コードアダプタ２５０のフックボ
タン２５４は電池パック１００の係止凹部１０４に固定され、フックボタン２５４の解除
動作が行われるまで電源コードアダプタ２５０は電池パック１００に固定される。
【００８１】
　図２４にコードレス電動工具２００と電源コードアダプタ２５０の接続時の内部構造の
側面図を示す。電源コードアダプタ２５０のスライドレール部２５５は、電池パック１０
０のスライドレール部１０５と同じように、コードレス電動工具２００のガイドレール部
２０５に沿って挿入できる。電源コードアダプタ２５０のフックボタン２５４がコードレ
ス電動工具２００の係止凹部２０６に固定されるまで挿入すると、コードレス電動工具２
００の端子収容部２０７に設けた電源入力端子２０８が、電源コードアダプタ２５０の放
電用電力供給端子２５６と接続され、コードレス電動工具２００に搭載する交流駆動式モ
ータ２１０へ電力が供給可能となる。なお、電源コードアダプタ２５０には充電用電力供
給端子２５７が設けられており、コードレス電動工具２００への接続時は、通電しないダ
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ミー凹部２０９に収納される。
【００８２】
　図２３と図２４に示すように、電源コードアダプタ２５０は、電池パック１００、及び
、コードレス電動工具２００のいずれも接続可能であり、電源コードアダプタ２５０の電
源コード２５２は、電源コードアダプタ２５０を電池パック１００、及び、コードレス電
動工具２００に接続する進行方向と異なる方向に配置すると良い。特に、電源コード２５
２を配置方向は、コードレス電動工具２００の交流駆動式モータ収容部２０１からハンド
ル２０３へ延長した方向に沿うと、使用時の電源コード２５２の取り回しが容易となり、
より高い作業性をユーザーに提供できる。
【００８３】
　以下に、本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具システムの電気的な制御に関す
る実施の形態をフローチャートに基づいて説明する。図２５に電池パック１００の全体的
な動作の概略を示し、図２６～図３０に詳細の動作を示す。
【００８４】
　図２５に電池パック１００の基本動作に関するフローチャートを示す。ステップＳ００
１のスタンバイモードにおける各制御部の状態は以下である。モジュールコントローラ１
２２は、電池モジュール１１２に内蔵する電池セル１２０より電源供給を受けながら次の
ステップへ移行するための待機状態である。また、電池モジュール１１２のモジュール充
電用ＦＥＴ１２９とモジュール放電用ＦＥＴ１３０はオフしている。メインコントローラ
１３４は、電池モジュール１１２からの電源供給を受けられないため、バックアップ付電
源回路１３３に有するバックアップコンデンサ等の蓄電部より電源供給を受け次のステッ
プへ移行するための待機状態となっている。また、メインコントローラ１３４が制御する
放電制御部１４０のＦＥＴ、及び、充電制御部１４１のＳＣＲもオフしている。
【００８５】
　ステップＳ００２では、充電用電源コード２８０、電源コードアダプタ２５０、コード
レス電動工具２００、又は、交流駆動式電動工具３００のコンセントプラグ３０１のいず
れかが電池パック１００に接続されると、ステップＳ００４へ進む。
【００８６】
　ステップＳ００３では、ステップＳ００１のスタンバイモードが長期間継続された場合
に、ステップＳ１０１の長期保管モードに移行する。長期保管モードでは、電池パック１
００のバックアップ付電源回路１３３に有するバックアップコンデンサ等の蓄電部の残容
量がなくなるため、メインコントローラ１３４はオフとなる。また、電池モジュール１１
２に内蔵する電池セル１２０の残容量は前記蓄電部より相対的に多いが、過放電による電
池セルの極板劣化等を防ぐため、モジュールコントローラ１２２は、通常動作時より動作
電流を抑えた微小電流で待機する。ステップＳ１０１の長期保管モードは、ステップＳ０
０４の充電用インレット１０８が接続され充電が行われるまで継続する。
【００８７】
　ステップＳ００４では、充電用電源コード２８０の充電用電力供給端子２８２、又は、
電源コードアダプタ２５０の充電用電力供給端子２５７のいずれかが電池パック１００に
接続された場合、ステップＳ２０１の充電開始前の処理に関する充電準備モードを経てス
テップＳ３０１の充電モードへ移行する。そして、充電を開始した後は、ステップＳ２０
２において充電停止が必要な状態となった場合には、ステップＳ００１のスタンバイモー
ドに戻る。
【００８８】
　ステップＳ００５では、コードレス電動工具２００の電力入力端子２０８、又は、交流
駆動式電動工具３００のコンセントプラグ３０１のいずれかが電池パック１００に接続さ
れた場合、ステップＳ４０１の放電開始前の処理に関する放電準備モードを経てステップ
Ｓ５０１の放電モードへ移行する。そして、放電を開始した後は、ステップＳ００７に示
すように放電停止が必要な状態となった場合にステップＳ００１のスタンバイモードに戻
る。
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【００８９】
　図２６に電池パック１００の長期保管モードに関するフローチャートを示す。ステップ
Ｓ１０２において、充電用電源コード２８０の充電用電力供給端子２８２、又は、電源コ
ードアダプタ２５０の充電用電力供給端子２５７のいずれかが電池パック１００に接続さ
れた場合、電池パック１００の充電用インレット検知用ダイオード１４２を介してバック
アップ付電源回路１３３が起動する。ステップＳ１０３では、バックアップ付電源回路１
３３の起動に伴い、メインコントローラ１３４が起動し、ステップＳ１０４では、バック
アップ付電源回路１３３に有するバックアップコンデンサ等の蓄電池への充電を開始する
。ステップＳ１０５において、メインコントローラ１３４は、モジュールコントローラ１
２２へメインコントローラデジタル通信部１３９、モジュールコントローラデジタル通信
部１３２を介してデジタル通信を開始する。ステップＳ１０６では、モジュールコントロ
ーラ１２２は、前記通信開始をトリガとして起動し、ステップＳ２０１の充電準備モード
へ移行する。
【００９０】
　図２７に電池パック１００の充電準備モードに関するフローチャートを示す。ステップ
Ｓ２０４では、メインコントローラ１３４は入力された商用電源電圧を検知する。ステッ
プＳ２０５において、商用電源電圧が充電を許可できる電圧範囲内であれば、ステップＳ
２０６へ移行する。逆に、充電を許可できる電圧範囲外であれば、ステップＳ２０１に戻
り、電池パック内の回路を異常電圧入力による故障から保護する。ステップＳ２０６では
、メインコントローラ１３４は、モジュールコントローラ１２２へ充電許可の指示信号を
送信する。ステップＳ２０７では、モジュールコントローラ１２２は、前記指示信号を受
信する。
【００９１】
　ステップＳ２０８では、モジュールコントローラ１２２は、各電池セル１２０の電圧と
温度を検知する。ステップＳ２０９では、モジュールコントローラ１２２は、収容する電
池セル１２０の少なくとも１セルが満充電により所定値以上の電圧である状態、電圧モニ
タ線１２３が断線した状態、又は、電池セル１２０の故障等により電池セル１２０間の電
圧ばらつきが所定値以上となる状態のいずれかにて充電を不許可と判断し、ステップＳ２
１０にてモジュール充電用ＦＥＴ１２９のオフを保持する。逆に、ステップＳ２０９にお
いて、全ての電池セル１２０の電池セル電圧が満充電ではない所定値未満の電圧であり、
かつ、電池セル１２０間の電圧ばらつきが所定値未満となる状態を認識した場合は、ステ
ップＳ２１１へ進み、モジュールコントローラ１２２がメインコントローラ１３４へ、電
池セル１２０の電圧が充電許可できることを示す情報信号を送信する。
【００９２】
　ステップＳ２１２では、モジュールコントローラ１２２は、電池セル温度が、電池セル
１２０の寿命に影響する低温、又は、高温のように、充電を許可できる所定範囲を超えた
温度値であることを判断すると、ステップＳ２１０へ進む。逆に、充電を許可できる所定
範囲内の温度値であることを判断すると、ステップＳ２１３へ進み、モジュールコントロ
ーラ１２２がメインコントローラ１３４へ、電池セル１２０の温度値が充電許可できるこ
とを示す情報信号を送信し、ステップＳ２１４にてモジュール充電用ＦＥＴ１２９をオン
する。
【００９３】
　一方、メインコントローラ１３４は、ステップＳ２０６でモジュールコントローラ１２
２へ充電許可の指示信号を送信し、ステップＳ２１５にて、モジュールコントローラ１２
２からの電池セル電圧が充電許可できることを示す情報信号を受信待機する。メインコン
トローラ１３４は、前記情報信号を３個全てのモジュールコントローラ１２２から受信し
た場合は、ステップＳ２１６へ進む。一方、３個のモジュールコントローラ１２２の内の
少なくとも１個から前記情報信号を受信しなかった場合は、ステップＳ２１９へ進む。
【００９４】
　ステップＳ２１６では、メインコントローラ１３４は、モジュールコントローラ１２２
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からの電池セル温度が充電許可できることを示す情報信号を受信待機する。前記情報信号
を３個全てのモジュールコントローラ１２２から受信した場合は、ステップＳ２１７へ進
む。一方、３個のモジュールコントローラ１２２の内の少なくとも１個から前記情報信号
を受信しなかった場合は、ステップＳ２０１の充電準備モードの初期処理ステップへ戻る
。したがって、初期処理ステップへ戻る状態とは、既にステップＳ２１５で電池セル電圧
は充電許可できることから、例えば、放電直後の高温の電池パック１００が室温雰囲気下
に放置され、電池セル温度が充電許可できる温度範囲内に入る直前までは、ステップＳ２
１６からステップＳ２０１に戻り、ステップＳ２１６に帰還する処理が繰り返され、電池
セル温度が充電許可できる温度範囲内に入ると、ステップＳ２１７へ移行する。
【００９５】
　ステップＳ２１７では、メインコントローラ１３４が３個の電池モジュール１１２の電
池モジュール電圧を検知する。ステップＳ２１８では、３個の電池モジュール１１２の内
の少なくとも１個の電池モジュール電圧が、満充電のため所定値以上の電圧である状態、
又は、電池セル１２０、電池モジュール１１２の故障等により電池モジュール１１２間の
電圧ばらつきが所定値以上となる状態のいずれかにて充電を不許可とするため、ステップ
Ｓ２１９へ進み、メインコントローラ１３４からモジュールコントローラ１２２へ充電を
不許可とする指示信号を送信し、ステップＳ２２０にてモジュールコントローラ１２２が
モジュール充電用ＦＥＴ１２９をオフし、ステップＳ００１のスタンバイモードへ移行す
る。逆に、ステップＳ２１８において、電池モジュール電圧が全て所定値未満の電圧であ
り、かつ、電池モジュール１１２間の電圧ばらつきが所定値未満となる状態を検知した場
合は、ステップＳ３０１の充電モードへ進む。
【００９６】
　図２７の充電準備モードにおいて、仮に、３個の内の１個の電池モジュール１１２内に
電圧異常の電池セル１２０が混入し、モジュールコントローラ１２２が何らかの故障によ
りステップＳ２０９で、電池セル電圧が充電許可できる電圧範囲内にあると誤判断し、ス
テップＳ２１１でメインコントローラ１３４へセル電圧が充電許可できることを示す誤っ
た情報信号を送信したとする。ステップＳ２１７で、メインコントローラ１３４は、各電
池モジュール電圧を検知し、ステップＳ２１８において、電圧異常の電池セル１２０が混
入した電池モジュール１１２の電池モジュール電圧が充電許可できる電圧範囲内にない、
又は、他の電池モジュール電圧と比較して電位差がある、すなわち電池モジュール１１２
間の電圧ばらつきがあるという状態のいずれかを検知し、ステップＳ２１９以降へ移行す
る。これにより、メインコントローラ１３４自身も充電モードへ移行しないため、充電制
御部１４１のＳＣＲをオフとし、モジュールコントローラ１２２も、メインコントローラ
１３４から充電不許可の指示信号を受信して、モジュール充電用ＦＥＴ１２９をオフする
。以上より、電池モジュール１１２の誤検知に対する保護が成立する。
【００９７】
　また、電圧異常の電池セル１２０が混入した前記電池モジュール１１２のモジュールコ
ントローラ１２２が、前記誤検知後に、改めてメインコントローラ１３４から、充電不許
可の指示信号を受信し、モジュール充電用ＦＥＴ１２９をオフしようとした際、前記モジ
ュール充電用ＦＥＴ１２９がショート故障して遮断できないような異常状態が重複した場
合においても、残りの正常な２個の電池モジュール１１２のモジュールコントローラ１２
２が、メインコントローラ１３４から充電不許可の指示を受信し、各々のモジュール充電
用ＦＥＴ１２９をオフし、保護が成立する。
【００９８】
　また、仮に、メインコントロールボックス１１４が何らかの故障により、充電停止でき
なくなった場合においても、３個のモジュールコントローラ１２２が独立して各々の電池
モジュール１１２の充電状態、又は、メインコントローラ１３４とのデジタル通信状態の
いずれかを検知し、モジュールコントローラ１２２自身の判断により充電停止が可能とな
る。
【００９９】
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　図２８に電池パック１００の充電モードに関するフローチャートを示す。ステップＳ３
０２に示すように、リチウムイオン電池セル１２０に対し一般的なＣＣＣＶ充電制御を行
う。すなわち、リチウムイオン電池電圧が所定電圧に達するまでは上限電流を設け、所定
電流を超えないように制御し、リチウムイオン電池電圧が所定電圧に達してからは、電池
電圧が所定電圧となるように充電電流と充電電圧を制御する方法である。
【０１００】
　ステップＳ３０３に示すように、充電中に充電用インレット１０８が取り外されたこと
を検知すると、ステップＳ３０４にてメインコントローラ１３４は充電制御部１４１のＳ
ＣＲをオフし、ステップＳ３０５にてメインコントローラ１３４はモジュールコントロー
ラ１２２へ充電不許可の指示信号を送信し、ステップＳ３０６にてモジュールコントロー
ラ１２２は前記指示信号を受信し、ステップＳ３０７にてモジュール充電ＦＥＴ１２９を
オフし、ステップＳ００１のスタンバイモードへ移行する。一方、ステップＳ３０３にて
、充電用インレット１０８が取り外されることなく充電が行われる場合は、メインコント
ローラ１３４による処理ステップＳ３０８とモジュールコントローラ１２２による処理ス
テップＳ３１２へ移行する。
【０１０１】
　ステップＳ３０８では、メインコントローラ１３４が電池モジュール１１２の電池モジ
ュール電圧と充電電流値を検知する。ステップＳ３０９にて、メインコントローラ１３４
により、電池モジュール電圧が所定値以上の状態、又は、充電末期の定電圧充電制御にお
いて充電電流が所定値以下の状態のいずれかにより満充電であることを判断した場合に、
ステップＳ３０４以降の充電停止の処理ステップへ移行する。ステップＳ３１０では、充
電電流が過電流となる状態、非通電となる状態、商用電源の変動により充電電圧と充電電
流のいずれかが目的とする値に制御できない状態、又は、電池モジュール１１２間の電圧
ばらつきが所定値以上の状態のいずれかを検知した場合は、ステップＳ３０４以降の充電
停止の処理ステップへ移行する。ステップＳ３１１では、モジュールコントローラ１２２
がモジュール充電用ＦＥＴ１２９をオフしたことを示す情報信号をメインコントローラ１
３４が受信した場合に、ステップＳ３０４以降の充電停止の処理ステップへ移行する。
【０１０２】
　ステップＳ３１２では、モジュールコントローラ１２２が、電池セル１２０の各セル電
圧と温度を検知する。ステップＳ３１３にて、モジュールコントローラ１２２により、電
池モジュール１１２に有する電池セル１２０の少なくとも１個が所定の電圧を上回るとい
う状態から満充電であることを判断した場合に、ステップＳ３１５にてモジュール充電用
ＦＥＴ１２９をオフし、ステップＳ３１６にてモジュールコントローラ１２２により電池
モジュール１１２側で充電遮断したことを示す情報信号をメインコントローラ１３４へ送
信する。ステップＳ３１４では、モジュールコントローラ１２２により、電池セル温度が
充電許可できる温度範囲を超える状態、電池セル１２０の単位時間当たりの温度上昇が所
定値以上の状態、電池セル１２０間の電圧ばらつきが所定値以上の状態、又は、電圧モニ
タ線１２３が断線した状態のいずれかを検知した場合に、ステップＳ３１５へ移行する。
ステップＳ３１５においてモジュール充電用ＦＥＴ１２９が遮断されると、ステップＳ３
０８では、メインコントローラ１３４が電池モジュール側で充電を遮断された場合に示す
電圧であることを重ねて判断し、さらに、ステップＳ３１６で充電遮断が実行されたこと
を示す情報信号をメインコントローラ１３４へ送信されることにより、ステップＳ３１１
で重ねて判断され、ステップＳ３０４以降の充電停止の処理ステップへ移行する。
【０１０３】
　図２９に電池パック１００の放電準備モードに関するフローチャートを示す。ステップ
Ｓ４０３では、メインコントローラ１３４は、モジュールコントローラ１２２へ放電許可
の指示信号を送信する。なお、ステップＳ１０１の長期保管モードにある状態でステップ
Ｓ４０３に進むと、メインコントローラ１３４は起動していないため、次のステップへ進
むことはない。したがって、長期保管され残容量のない電池セル１２０がさらなる過放電
を受けることを防ぐ。ステップＳ４０４では、モジュールコントローラ１２２は、前記指
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示信号を受信する。ステップＳ４０５では、モジュールコントローラ１２２は、各電池セ
ル１２０の電圧と温度を検知する。ステップＳ４０６では、モジュールコントローラ１２
２は、電池セル１２０の少なくとも１セルが過放電を示す所定値以下の電圧である状態、
電圧モニタ線１２３が断線した状態、又は、電池セル１２０の故障等により電池セル１２
０間の電圧ばらつきが所定値以上となる状態のいずれかにて放電を不許可と判断し、ステ
ップＳ４０７にてモジュール放電用ＦＥＴ１３０のオフを保持する。逆に、収容する電池
セル１２０の各電池セル電圧が全て過放電ではない所定値以上の電圧であり、かつ、電池
セル１２０間の電圧ばらつきが所定値未満となる状態を認識した場合は、ステップＳ４０
８へ進み、モジュールコントローラ１２２がメインコントローラ１３４へ、電池セル１２
０の電圧が放電許可できることを示す情報信号を送信する。
【０１０４】
　ステップＳ４０９では、モジュールコントローラ１２２は、電池セル温度が、電池セル
１２０の寿命に影響する低温、又は、高温のように、放電を許可できる所定範囲を超えた
温度値であることを判断すると、ステップＳ４０７へ進み、逆に、放電を許可できる所定
範囲内の温度値であることを判断すると、ステップＳ４１０へ進み、モジュールコントロ
ーラ１２２がメインコントローラ１３４へ、電池セル１２０の温度値が放電許可できるこ
とを示す情報信号を送信し、ステップＳ４１１にて、モジュール放電用ＦＥＴ１３０をオ
ンする。
【０１０５】
　一方、メインコントローラ１３４は、ステップＳ４０３でモジュールコントローラ１２
２へ放電許可の指示信号を送信し、ステップＳ４１２にて、モジュールコントローラ１２
２からの電池セル電圧が放電許可できることを示す情報信号を受信待機する。メインコン
トローラ１３４は、前記情報信号を３個のモジュールコントローラ１２２の全てから受信
した場合は、ステップＳ４１３へ進む。一方、３個のモジュールコントローラ１２２の少
なくとも１個から前記情報信号を受信しなかった場合は、ステップＳ４１６へ進む。
【０１０６】
　ステップＳ４１３では、メインコントローラ１３４は、モジュールコントローラ１２２
からの電池セル温度が放電許可できることを示す情報信号を受信待機する。前記情報信号
を３個のモジュールコントローラ１２２の全てから受信した場合は、ステップＳ４１４へ
進む。一方、３個のモジュールコントローラ１２２の少なくとも１個から前記情報信号を
受信しなかった場合は、ステップＳ４０１の放電準備モードの初期処理ステップへ戻る。
初期処理ステップへ戻る状態とは、既にステップＳ４１２で電池セル電圧は放電許可でき
ることから、例えば、屋外の高温環境下に放置され放電不許可の高温となった電池パック
１００が室内の室温雰囲気下に放置され、電池セル温度が放電許可できる温度範囲内に入
る直前までは、ステップＳ４１３からステップＳ４０１に戻り、ステップＳ４１３に帰還
する処理が繰り返され、電池セル温度が放電許可できる温度範囲内に入ると、ステップＳ
４１４へ移行する。
【０１０７】
　ステップＳ４１４では、メインコントローラ１３４が３個の電池モジュール１１２の電
池モジュール電圧を検知する。ステップＳ４１４にて、少なくとも１個の電池モジュール
１１２の電池モジュール電圧が、過放電を示す所定値以下の電圧である状態、又は、電池
モジュール等の故障により電池モジュール１１２間の電圧ばらつきが所定値以上となる状
態のいずれかにて放電を不許可とするため、ステップＳ４１６へ進み、メインコントロー
ラ１３４からモジュールコントローラ１２２へ放電不許可の指示信号を送信し、ステップ
Ｓ４１７にてモジュールコントローラ１２２がモジュール放電用ＦＥＴ１３０をオフし、
ステップＳ００１のスタンバイモードへ移行する。逆に、全ての電池モジュール電圧が過
放電ではない所定値以上の電圧であり、かつ、電池モジュール１１２間の電圧ばらつきが
所定値未満となる状態を検知した場合は、ステップＳ５０１の放電モードへ進む。
【０１０８】
　図３０に電池パック１００の放電モードに関するフローチャートを示す。ステップＳ５
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０３において、メインコントローラ１３４が放電制御部１４０を用いて商用電源の実効値
に相当する正逆発振出力を行う。ステップＳ５０４とステップＳ５０５においては、放電
モード開始から所定時間内に所定値以上の負荷電流が検知された場合に、ステップＳ５０
６以降の放電停止の処理ステップへ移行する。例えば、交流駆動式電動工具において、ト
グルスイッチタイプを用いたグラインダのように、スイッチをオンしたままコンセントプ
ラグを電池パック１００に差し込んだ場合に、刃物が不意に動作することを防ぐ。
【０１０９】
　ステップＳ５０６以降は、放電停止の処理ステップである。ステップＳ５０６にてメイ
ンコントローラ１３４が放電制御部１４０の放電用ＦＥＴをオフする。ステップＳ５０７
では、メインコントローラ１３４はモジュールコントローラ１２２へ放電を不許可とする
指示を送信する。ステップＳ５０８では、モジュールコントローラ１２２が前記放電不許
可の指示を受信し、ステップＳ５０９でモジュールコントローラ１２２は、モジュール放
電用ＦＥＴ１３０をオフし、ステップＳ００１のスタンバイモードへ移行する。
【０１１０】
　ステップＳ５０４とステップＳ５０５にて、放電モード開始より所定時間内に所定値以
上の電流が流れていないことが確認されると、ステップＳ５１０にてメインコントローラ
１３４が放電制御部１４０を用いて商用電源の実効値に相当する正逆発振出力を行う。ス
テップＳ５１１に示すように、放電中にコンセントプラグが取り外されたことを検知する
と、ステップＳ５０６以降の放電停止処理ステップへ進み、コンセントプラグが取り外さ
れることなく放電を行う場合は、メインコントローラ１３４による処理ステップＳ５１２
とモジュールコントローラ１２２による処理ステップＳ５１６へ移行する。
【０１１１】
　ステップＳ５１２では、メインコントローラ１３４が電池モジュール１１２の電池モジ
ュール電圧と放電電流を検知する。ステップＳ５１３にて、メインコントローラ１３４が
、３個の内の少なくとも１個の電池モジュール１１２の電池モジュール電圧が過放電によ
り所定の電圧を下回る状態、又は、電池モジュール１１２間の電圧ばらつきが所定値以上
の状態のいずれかを検知した場合、ステップＳ５０６以降の放電停止処理ステップへ移行
する。ステップＳ５１４では、メインコントローラ１３４が、過負荷により所定値以上の
放電電流となることを検知した場合は、ステップＳ５０６以降の放電停止処理ステップへ
移行する。ステップＳ５１５では、モジュールコントローラ１２２がモジュール放電用Ｆ
ＥＴ１３０をオフしたことを示す情報信号をメインコントローラ１３４が受信した場合に
、ステップＳ５０６以降の放電停止の処理ステップへ移行する。
【０１１２】
　ステップＳ５２１では、コンセントプラグが取り外されないまま放電が行われない状態
が所定時間以上継続されると、ステップＳ５０６以降の放電停止の処理ステップへ移行す
る。これにより、例えば、コードレス電動工具２００に電池パック１００を接続し、未使
用で長期間放置されるような場合に、電池パック１００はスタンバイモードへ移行し、放
電経路を遮断し絶縁を確保する。
【０１１３】
　ステップＳ５１６では、モジュールコントローラ１２２が、電池セル１２０の各セル電
圧と温度を検知する。ステップＳ５１７にて、モジュールコントローラ１２２が、電池モ
ジュール１１２に有する電池セル１２０の少なくとも１個が過放電により所定の電圧を下
回る状態、又は、電圧モニタ線１２３が断線した状態のいずれかになると、ステップＳ５
１９にてモジュール放電用ＦＥＴ１３０をオフし、ステップＳ５２０にてモジュールコン
トローラ１２２により電池モジュール１１２側で放電遮断したことを示す情報信号をメイ
ンコントローラ１３４へ送信する。ステップＳ５１８では、モジュールコントローラ１２
２が、電池セル温度が放電許可できる温度範囲を超える状態、電池セル１２０の単位時間
当たりの温度上昇が所定値以上の状態、又は、電池セル１２０間の電圧ばらつきが所定値
以上の状態のいずれかを検知した場合に、ステップＳ５１９へ移行する。ステップＳ５１
９においてモジュール放電用ＦＥＴ１３０が遮断されると、ステップＳ５１２では、メイ
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ンコントローラ１３４が電池モジュール１１２側で放電を遮断された電圧であることを重
ねて判断し、さらに、ステップＳ５２０で放電遮断が実行されたことを示す情報信号をメ
インコントローラ１３４へ送信されることにより、ステップＳ５１５で重ねて判断され、
ステップＳ５０６以降の放電停止の処理ステップへ移行する。
【０１１４】
　以上、本発明の実施の形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例
示であり、前記［発明の開示］の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて
種々の変形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の一実施形態に従う電池パックの外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に従うコードレス電動工具の外観を示す斜視図である。
【図３】図２に示すコードレス電動工具の底面の外観を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に従う電源コードアダプタの外観を示す斜視図である。
【図５】図４に示す電源コードアダプタの底面の外観を示す斜視図である。
【図６】図１に示す電池パックを充電する充電用電源コードの外観を示す斜視図である。
【図７】交流駆動式電動工具の外観を示す斜視図である。
【図８】図１に示す電池パックと図２に示すコードレス電動工具とを相互に接続された状
態で示す機能ブロック図である。
【図９】図１に示す電池パックと図７に示す交流駆動式電動工具とを相互に接続された状
態で示す機能ブロック図である。
【図１０】図１に示す電池パックと充電用電源コードとを相互に接続された状態で示す機
能ブロック図である。
【図１１】図１に示す電池パックと電源コードアダプタとを相互に接続された状態で示す
機能ブロック図である。
【図１２】図２に示すコードレス電動工具と電源コードアダプタとを相互に接続された状
態で示す機能ブロック図である。
【図１３】図１に示す電池パックを示す分解斜視図である。
【図１４】本発明の一実施形態に従う電池モジュールの内部構造を示す側面図である。
【図１５】図１４に示す電池モジュールの内部構造を示す上面図である。
【図１６】図１４に示す電池モジュールを示す機能ブロック図である。
【図１７】図１４に示す電池パックの内部構造を示す側面図である。
【図１８】図１４に示す電池パックの内部構造を示す上面図である。
【図１９】図１４に示す電池パックを示す機能ブロック図である。
【図２０】図１に示す電池パックと図２に示すコードレス電動工具とを相互に接続された
状態で示す部分断面側面図である。
【図２１】図１に示す電池パックとコンセントプラグとを相互に接続された状態で示す部
分断面側面図である。
【図２２】図１に示す電池パックと充電用電源コードとを相互に接続された状態で示す部
分断面側面図である。
【図２３】図１に示す電池パックと電源コードアダプタとを相互に接続された状態で示す
部分断面側面図である。
【図２４】図２に示すコードレス電動工具と電源コードアダプタとを相互に接続された状
態で示す側面図である。
【図２５】図１に示す電池パックの基本動作に関するフローチャートである。
【図２６】図１に示す電池パックの長期保管モードに関するフローチャートである。
【図２７】図１に示す電池パックの充電準備モードに関するフローチャートである。
【図２８】図１に示す電池パックの充電モードに関するフローチャートである。
【図２９】図１に示す電池パックの放電準備モードに関するフローチャートである。
【図３０】図１に示す電池パックの放電モードに関するフローチャートである。
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【符号の説明】
【０１１６】
１００：電池パック   
１０６：放電用コンセント  
１０７：コンセントカバー
１１０：放電用コンセント端子  
１１１：充電用インレット端子
１１２：電池モジュール   
１１３：電池モジュール端子部
１１４：メインコントロールボックス 
１１５：メインコントローラ・モジュール間接続端子部
１１６：コンセントカバースイッチ 
１１７：コントローラカバー
１１８：コンセントカバー用スプリング 
１１９：フックボタン用スプリング
１２０：電池セル   
１２１：リード板
１２２：モジュールコントローラ  
１２３：電圧モニタ線
１２４：温度センサ   
１２５：緩衝体
１２９：モジュール充電用ＦＥＴ
１３０：モジュール放電用ＦＥＴ  
１３１：モジュール入出力部
１３２：モジュールコントローラデジタル通信部
１３３：バックアップ付電源回路  
１３４：メインコントローラ
１３５：充電用インレット検知部  
１３６：コンセントカバー検知部
１３７：電池モジュール電圧検知部 
１３８：電流検知部
１３９：メインコントローラデジタル通信部
１４０：放電制御部   
１４１：充電制御部
１４２：充電用インレット検知用ダイオード
２００：コードレス電動工具  
２０１：交流駆動式モータ収容部
２０２：スイッチ   
２０３：ハンドル
２０４：電池パック保持部  
２０５：ガイドレール部
２０６：係止凹部   
２０７：端子収容部
２０８：電力入力端子   
２０９：ダミー凹部
２１０：交流駆動式モータ  
２５０：電源コードアダプタ
２５１：ケース    
２５２：電源コード
２５３：コンセントプラグ  
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２５４：フックボタン
２５５：スライドレール部  
２５６：放電用電力供給端子
２５７：充電用電力供給端子  
２５８：コードガード
２５９：スライドレール先端部  
２８０：充電用電源コード
２８１：コンセントプラグ  
２８２：充電用電力供給端子
３００：交流駆動式電動工具  
３０１：コンセントプラグ
３０２：スイッチ   
３０３：交流駆動式モータ
【要約】
【課題】電池パックを電源として駆動するコードレス電動工具システムであって、商用電
源を電源として駆動する交流駆動式電動工具と同等の作業性能を有するものを提供する。
【解決手段】コードレス電動工具システムを、複数個の電池モジュール１１２の直流電圧
を交流電圧に変換することにより、商用電源に相当する交流電圧を出力可能な電池パック
１００と、その電池パックを電源として駆動可能なコードレス電動工具と、前記電池パッ
クへ商用電源の電力を供給し充電可能とする電源コードアダプタと、前記コードレス電動
工具へ商用電源の電力を供給し駆動可能とする電源コードアダプタとを含むように構成す
る。
【選択図】図１９

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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